


・ ワーク･ライフ･バランスの認知度の向上と取組の促進を図るため、労使団体や国などと連携し、

企業等のヒアリングなどをもとに、企業等が働き方の見直しを進めるうえでモデルとなる事例の

検討を始め、その結果を企業等に周知するためのセミナーを開催していますが、認知のさらなる

拡大と、モデル事例の豊富化に向けた取組が必要です。

・ 「男女がいきいきと働いている企業」認証・表彰制度の周知活動を労使団体等と連携して展開し

た結果、平成 23 年度を大きく上回る申請がありましたが、特定業種割合が依然高いことや申請

に至らなかった企業も多くあったことから、連携の拡大、周知活動の早期展開の必要があります。

・ 企業の現場を知るための企業現場等見学会や働くルールを啓発する出前講座には平成 23 年度と

同程度の申し込みを受け付けていますが、学校側のニーズにあった見学先を確保していくため、

受入企業等の拡大、今年度の参加者アンケートの結果を受けての事業の充実を図っていく必要が

あります。

・ 勤労者への生活等資金融資では、融資制度を見直したことから、住宅貸付の実績は平成 23 年度

を大幅に上回り、また、労働相談窓口での的確な対応や窓口の周知に向けて、関係機関等との連

携を強めたことから、相談件数は平成 23 年度より増加していますが、ニーズに対応した取組と

なるよう、さらなる周知の強化等に取り組む必要があります。

・ 労使団体や国に加え、経済団体、市町と連携し、普及・啓発活動を強化することで、企業等のワ

ーク･ライフ･バランスに対する認知度の向上･拡大と取組の促進を一層図ります。

・ 「男女がいきいきと働いている企業」認証・表彰制度の周知に向けて、経済団体、市町との連携

や活動をさらに強めることで、多業種の企業等からの申請につなげていきます。

・ 高校生の就労支援や早期離職防止に向けた取組を充実するため、学校等の要望を反映した事業内

容とするとともに、労働に関するセーフティネットへのニーズに的確に対応できるよう取り組み

ます。

●勤労者地域づくり等参画支援事業【基本事業名：33201 ワーク・ライフ・バランスの推進】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費）

当初予算額：(24) ５，８９０千円 → (25) ４，５６５千円

事業概要：勤労者はもとより地域住民のライフサイクルの各段階に応じて、社会貢献活動、地

域づくりや環境保全活動など、社会と家庭での担い手としての主体的な参加・参画、

さらにこれらの活動への参加の動機付けとなる各種セミナー等の開催を支援し、勤

労者の地域や家庭等でのワーク･ライフ・バランスの推進を図ります。

進捗状況（現状と課題）
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●働き方改革推進事業【基本事業名：33201 ワーク・ライフ・バランスの推進】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費）

当初予算額：(24) ４，３０５千円 → (25) ２，８５０千円

事業概要：働き方改革（企業でのワーク・ライフ・バランス）の推進に向けて、取組マニュア

ルや普及・啓発方法などを検討するとともに、周知のためにセミナー、事例報告会

等の開催やＰＲ用パンフレットの作成などを行います。また、県内事業所における

労働条件等について調査し、労使及び県の施策の基礎資料とするほか、機関紙を発

行し、労働・雇用関係情報を各関係機関へ提供します。

●働きやすい職場づくり事業【基本事業名：33202 男女が共に働きやすい職場づくり】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費）

当初予算額：(24) ２，７３４千円 → (25) ２，４６７千円

事業概要：職場での男女共同参画の推進を目的に、男女の雇用均等や女性の活躍支援、仕事と

生活の調和及び次世代育成支援などを積極的に推進する企業等を「男女がいきいき

と働いている企業」として表彰・認証します。また、その表彰企業・認証制度登録

企業の優れた取組内容等を、企業等へ積極的に広報をし、広く普及させるなど、「男

女が共に働きやすい職場づくり」への取組に向けた効果的な支援等を行い、就労環

境を整備するための気運の醸成を図ることで、認証・表彰をめざす企業等の拡大に

つなげます。

●労働者福祉対策資金貸付等事業【基本事業名：33202 男女が共に働きやすい職場づくり】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費）

当初予算額：(24) １，１７４，８７３千円 → (25) ６７１，００２千円

事業概要：中小・零細企業で働く勤労者が、より質の高いライフスタイルを実現できるよう、

住宅、育児・介護等、生活基盤に関わる資金を援助し、勤労者の生活の安定を図り

ます。

●若手人材育成・定着支援事業【基本事業名：33203 勤労者福祉の推進】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費）

当初予算額：(24) ４，９３２千円 → (25) ４，０８５千円

事業概要：厳しい雇用情勢下で、就職をめざす若者が社会に出る準備段階である高校等で、少

ない求人の中から自分に合った就職先の選択を早い段階から可能にすること、さら

に社会人としてのコミュニケーション力不足、働く意義や労働時間、給料、休暇・

休日などの労働条件などに関する認識不足などを改善することで若者の職場定着の

向上を図ります。

●労働相談室運営事業【基本事業名：33203 勤労者福祉の推進】

（第５款 労働費 第１項 労政費 ２ 労働教育費）

当初予算額：(24) １２，８３０千円 → (25) １２，４４５千円

事業概要：労働者等が抱える労働に関する問題の解決に向けたセーフティネット施策として

「三重県労働相談室」を運営します。


